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規
　
則

◯
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六
一
・
税
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
（
六
二
・
税
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
18

◯
秋
田
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六
三
・
税
務
課
）
…
…
…
19

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
六
十
一
号

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
同
法
」
を
「
国
犯
法
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
第
四
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

「

法
第
四
十
八
条
第
六
項
　
　
個
人
県
民
税
徴
収
（
滞
　
様
式
第
百
五
十
五

第
十
九
条
の
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

納
処
分
）
状
況
通
知
書
　
号

「

法
第
四
十
八
条
第
二
項
　
　
個
人
県
民
税
滞
納
状
況
　
様
式
第
百
五
十
四
　

報
告
書
（
兼
）
徴
収
引
　
号
の
二
　
　
　
　
　

継
（
引
受
）
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め

」

法
第
四
十
八
条
第
七
項
　
　
個
人
県
民
税
徴
収
（
滞
　
様
式
第
百
五
十
五
　

納
処
分
）
状
況
通
知
書
　
号
　
　
　
　
　
　
　
」

る
。第

二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
農
業
近
代
化
資
金
助
成
法
」
を
「
農
業
近
代
化
資
金
融
通
法
」

に
、
「
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
政
府
の
助
成
に
係
る
農
業
近
代
化
資
金
」
を
「
第
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
農
業
近
代
化
資
金
で
秋
田
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
秋
田
県
規

則
第
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
利
子
補
給
に
係
る
も
の
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
の
二
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
「
福
祉
相
談
セ
ン
タ

ー
」
に
改
め
る
。

「
（
所
　
　
属
）

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「
（
氏
　
　
名
）
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

（
氏
　
　
名
）
」

様
式
第
四
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

規
　
　
　
　
　
　
則

ペ
ー
ジ

（
所
　
　
属
）

（
氏
　
　
名
）

（
氏
　
　
名
）

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ

と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
、
知
事
に
対
し
て

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
審
査
請
求
書
は
、
正
副

２
通
を
作
成
し
、
な
る
べ
く
当
地
域
振
興
局
長
を
経
由
し
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
１
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を

経
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て

秋
田
県
を
代
表
す
る
者
は
、
秋
田
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
裁
決
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し

の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

３
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
１
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁

決
を
経
な
い
で
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

□
審
査
請
求
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
を
経
過
し
て

も
裁
決
が
な
い
と
き
。

□
処
分
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損

害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

□
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）
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様
式
第
六
号
の
三
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

様
式
第
七
号
そ
の
一
中
「
申
請
し
ま
す
」
を
「
、
申
請
し
ま
す
」
に
、
「
県
税
に
関
す
る
証
明
等

手
数
料
徴
収
条
例
」
を
「
秋
田
県
県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
徴
収
条
例
」
に
改
め
、
同
様
式
そ

の
二
中
「
地
域
振
興
局
長
　
　
　
　
殿
」
を
「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
　
様
」
に
、
「
上
記
」

を
「
上
」
に
、
「
申
請
し
ま
す
」
を
「
、
申
請
し
ま
す
」
に
、
「
県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
徴

収
条
例
」
を
「
秋
田
県
県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
徴
収
条
例
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
九
号
そ
の
一
（
裏
）
課
税
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
同
様

式
そ
の
二
（
裏
）
課
税
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
同
様
式
そ
の
三
（
裏
）

課
税
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
同
様
式
そ
の
四
（
裏
）
課
税
に
つ
い
て
不

服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
同
様
式
そ
の
五
（
裏
）
課
税
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
の

救
済
の
方
法
の
欄
及
び
同
様
式
そ
の
六
（
裏
）
課
税
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の

欄
並
び
に
様
式
第
三
十
号
そ
の
一
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
同
様
式
そ

の
二
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
方
法
の
欄
、
同
様
式
そ
の
三
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る

場
合
の
救
済
方
法
の
欄
、
同
様
式
そ
の
四
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
及
び

同
様
式
そ
の
五
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
六
号
中
「
様
式
第3
6

号
」
を
「
様
式
第3

6

号
　
相
続
人
代
表
者
指
定
通
知
書
」
に
、

「
地
域
振
興
局
長
」
を
「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
」
に
、
「
さ
き
」
を
「
先
」
に
、
「
あ
り
ま

し
た
が
」
を
「
あ
つ
た
次
の
被
相
続
人
に
つ
い
て
」
に
、
「
な
い
の
で
」
を
「
な
い
た
め
、
」
に
、

「
通
知
し
ま
す
」
を
「
、
通
知
し
ま
す
」
に
改
め
、
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法

の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
七
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
三
十
八
号
こ
の

処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
三
十
九
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
四
十
号
そ
の
二
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の

欄
、
様
式
第
四
十
一
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
四
十
三
号
こ

の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
四
十
四
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場

合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
四
十
七
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
及

び
様
式
第
四
十
八
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
五
十
号
中
「
様
式
第5

0

号
」
を
「
様
式
第5

0

号
　
徴
収
猶
予
取
消
通
知
書
」
に
、
「
地
域

振
興
局
長
」
を
「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
」
に
改
め
、
「
な
お
、
延
滞
金
は
地
方
税
法
第1

5

条

の
９
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
通
知
を
し
た
日
の
翌
日
（

年
　
月
　
日
）
か
ら
徴

収
し
ま
す
。
」
を
削
り
、
「
こ
の
取
消
し
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
書
を
受
け
取

つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て6

0

日
以
内
に
行
政
不
服
審
査
法
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
に
審

査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
」
を
「
（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
」
に
、
「
完
納
」
を
「
、
完
納
」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
十
三
号
中
「
様
式
第5

3

号
」
を
「
様
式
第5

3

号
　
換
価
猶
予
取
消
通
知
書
」
に
、
「
こ

２

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ

と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
、
知
事
に
対
し
て

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
審
査
請
求
書
は
、
正
副

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

２
通
を
作
成
し
、
な
る
べ
く
当
地
域
振
興
局
長
を
経
由
し
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て

（
訴
訟
に
お
い
て
秋
田
県
を
代
表
す
る
者
は
、
秋
田
県
知
事
と
な
り
ま

す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ

つ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き

は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
の
処
分
の
取
消
し

の
訴
え
は
、
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１

年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

申
請
し
ま
す
　
　
　
、
申
請
し
ま
す
　
　
　
　
県
税
に
関
す
る
証
明
等

手
数
料
徴
収
条
例
　
　
　
秋
田
県
県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
徴
収
条
例

地
域
振
興
局
長
　
　
　
　
殿
　
　
　
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
　
様
　
　
　
　
上
記

上
　
　
　
　
申
請
し
ま
す
　
　
　
、
申
請
し
ま
す
　
　
　
　
県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
徴

収
条
例
　
　
　
秋
田
県
県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
徴
収
条
例

様
式
第
3
6
号
　
　
　
様
式
第
3
6
号
　
相
続
人
代
表
者
指
定
通
知
書

地
域
振
興
局
長
　
　
　
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
　
さ
き
　
　
　
先
　
　
　
　
あ
り
ま

し
た
が
　
　
　
あ
つ
た
次
の
被
相
続
人
に
つ
い
て
　
　
　
　
な
い
の
で
　
　
　
な
い
た
め
、

通
知
し
ま
す
　
　
　
、
通
知
し
ま
す

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

様
式
第
5
0
号
　
　
　
様
式
第
5
0
号
　
徴
収
猶
予
取
消
通
知
書

地
域

振
興
局
長
　
　
　
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
　
　
　
な
お
、
延
滞
金
は
地
方
税
法
第
1
5
条

の
９
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
通
知
を
し
た
日
の
翌
日
（
年
　
月
　
日
）
か
ら
徴

収
し
ま
す
。

こ
の
取
消
し
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
書
を
受
け
取

つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
行
政
不
服
審
査
法
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
に
審

査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文

を
記
載
す
る
こ
と
。
）

完
納
　
　
　
、
完
納

様
式
第
5
3
号
　
　
　
様
式
第
5
3
号
　
換
価
猶
予
取
消
通
知
書
　
　
　
　
こ
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の
取
消
し
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

6
0

日
以
内
に
行
政
不
服
審
査
法
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
」
を
「
（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ
と
。
）
」
に
改

め
る
。

様
式
第
五
十
四
号
及
び
様
式
第
五
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

の
取
消
し
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

6
0
日
以
内
に
行
政
不
服
審
査
法
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ
と
。
）
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４

年　　月　　日　

住（居）所

（所在地）

氏　　　名　　　　　　　　様

（名　称）

秋田県　　地域振興局長　　　　　　　□

次の滞納に係る徴収金について滞納処分の停止をしたので、地方税法第15条の７第２項の規定により、通知し

ます。

様式第54号 滞納処分停止通知書

滞納処分停止通知書

滞
　
　
　
納
　
　
　
処
　
　
　
分
　
　
　
停
　
　
　
止

年度

適用条項

摘
　
　
　
　
　
　
　
　
要

地方税法第15条の７第１項第　　号

計

税 目 期（月）別 納期限 税　　　額番　号 加　算　金
※

延　　滞　　金
計

円 円 法律による金額

（ 円）

〃

（ ）

〃

（ ）

〃

（ ）

〃

（ ）

〃

（ ）

〃

（ ）

〃

（ ）

〃

（ ）

円 円

印
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５

年　　月　　日

住（居）所

（所在地）

氏　　　名　　　　　　　　様

（名　称）

秋田県　　地域振興局長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで滞納処分の執行を停止した次の徴収金について、次の理由により取り消しましたの

で、地方税法第15条の８第２項の規定により、通知します。

様式第55号 滞納処分停止取消通知書

滞納処分停止取消通知書

滞
　
　
納
　
　
処
　
　
分
　
　
停
　
　
止
　
　
取
　
　
消

年度

取
　
消
　
理
　
由

この処分に不服があ

る場合の救済の方法

（この欄には、様式第４号の例による教示の文を記載すること。）

計

税 目 期（月）別 納期限 税　　　額番　号 加　算　金
※

延　　滞　　金
計

円 円 法律による金額

（ 円）

〃

（ ）

〃

（ ）

〃

（ ）

〃

（ ）

〃

（ ）

〃

（ ）

〃

（ ）

〃

（ ）

円 円

印



平成17年 3月31日（木曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

様
式
第
五
十
八
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
六
十
号
こ
の
処

分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
六
十
二
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る

場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
六
十
三
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の

欄
、
様
式
第
六
十
四
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
及
び
様
式
第
六
十
八
号

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
六
十
八
号
の
二
中
「
通
知
し
ま
す
」
を
「
、
通
知
し
ま
す
」
に
改
め
、
こ
の
処
分
に
不
服

が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「

様
式
第
六
十
九
号
中

」

「
を

「

に
、

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
様
式

」

」

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
3
6
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

通
知
し
ま
す
　
　
　
、
通
知
し
ま
す

過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
）
通
知
書
　
　
　
　
　
１
　
過
誤
納
金
等
の

内
訳

過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
）
通
知
書
　
　
　
　
　
１
　
過
誤
納
金
等
の
内
訳

（
表
）※
　
こ
の

の
救
済

こ
の
処

と
き
は
、

た
日
の
翌

内
に
行
政

定
に
よ
り

る
こ
と
が

処

と
き
は
、

た
日
の
翌

内
に
行
政

定
に
よ
り

る
こ
と
が

な
お
、

を
作
成
し

興
局
を
経

い
。

処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合

の
方
法

分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る

こ
の
通
知
書
を
受
け
取
つ

日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以

不
服
審
査
法
第
４
条
の
規

、
知
事
に
審
査
請
求
を
す

で
き
ま
す
。

審
査
請
求
書
は
正
副
２
通

て
、
な
る
べ
く
当
地
域
振

由
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ

※
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
裏

面
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
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「

様
式
第
七
十
号
そ
の
一
中

「
を

」

に
改
め
、

」

「

同
様
式
そ
の
二
中

「
を

」

に
改
め
、
同
様

」

「

７

この処分に不服が

ある場合の救済の

方法

（裏）

（この欄には、様式第４号の例による教示の文を記載すること。）
注
　
こ
の
督
促
状
は
、
郵
便
葉
書
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

※
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る

に
つ
い
て
は
、
裏
面
に
記
載

注
　
１
　
こ
の
督
促
状
は
、
郵
便

２
　
裏
面
に
は
、
様
式
第
6
9

る
こ
と
。

場
合
の
救
済
の
方
法

さ
れ
て
い
ま
す
。

葉
書
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

号
（
裏
）
の
例
に
よ
り
、
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
を
記
載
す

済
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
裏
面
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

例
に
よ
り
、
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

※
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救

注
　
裏
面
に
は
、
様
式
第
6
9
号
（
裏
）
の

注
　
こ
の
督
促
状
は
、
郵
便
葉
書
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
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式
そ
の
三
中

「
を

」

に
改
め
る
。

」

様
式
第
七
十
二
号
中
「
様
式
第7

2

号
」
を
「
様
式
第7

2

号
　
差
押
換
拒
否
通
知
書
」
に
、
「
地
域

振
興
局
長
」
を
「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
」
に
、
「
通
知
し
ま
す
」
を
「
、
通
知
し
ま
す
」
に

改
め
、
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
七
十
五
号
そ
の
一
中
「
様
式
第7

5

号
」
を
「
様
式
第7

5

号
　
差
押
調
書
」
に
、
「
秋
田
県

「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局

徴
税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　
□
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、
「
差
し

秋
田
県
徴
税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　
□
」

押
え
ま
す
」
を
「
差
し
押
さ
え
ま
す
」
に
、
「
住
　
所
」
を
「
住
（
居
）
所
」
に
改
め
、
こ
の
処
分

に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
七
十
五
号
そ
の
一
中
「
完
納
」
を
「
、
完
納
」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二
中
「
秋
田
県
徴

「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局

税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　
□
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、
「
差
し
押

秋
田
県
徴
税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　
□
」

え
ま
す
」
を
「
差
し
押
さ
え
ま
す
」
に
、
「
主
な
る
」
を
「
主
た
る
」
に
改
め
、
こ
の
処
分
に
不
服

が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
七
十
五
号
そ
の
二
中
「
完
納
」
を
「
、
完
納
」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
三
中
「
様
式
第7

5

「
秋

号
」
を
「
様
式
第7

5

号
　
差
押
調
書
」
に
、
「
秋
田
県
徴
税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　
□
」
を

秋

田
県
　
　
地
域
振
興
局

に
、
「
差
し
押
え
ま
す
」
を
「
差
し
押
さ
え
ま
す
」
に
、

田
県
徴
税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　
□
」「

「
住
　
所
」
を
「
住
（
居
）
所
」
に
、

「
を

」

に
改
め
る
。

８

注
　
こ
の
督
促
状
は
、
郵
便
葉
書
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

※
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済

に
つ
い
て
は
、
裏
面
に
記
載
さ
れ
て
い
ま

注
　
１
　
こ
の
督
促
状
は
、
郵
便
葉
書
を
用
い

２
　
裏
面
に
は
、
様
式
第
6
9
号
（
裏
）
の

る
こ
と
。

の
方
法

す
。

る
も
の
と
す
る
。

例
に
よ
り
、
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
を
記
載
す

様
式
第
7
2
号
　
　
　
様
式
第
7
2
号
　
差
押
換
拒
否
通
知
書
　
　
　
　
地
域

振
興
局
長
　
　
　
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
　
通
知
し
ま
す
　
　
　
、
通
知
し
ま
す

様
式
第
7
5
号
　
　
　
様
式
第
7
5
号
　
差
押
調
書
　
　
　
　
秋
田
県

秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局

徴
税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
差
し

秋
田
県
徴
税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　

押
え
ま
す
　
　
　
差
し
押
さ
え
ま
す
　
　
　
　
住
　
所
　
　
　
住
（
居
）
所

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

印
印

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

完
納
　
　
　
、
完
納
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
徴

秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局

税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
差
し
押

秋
田
県
徴
税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　

え
ま
す
　
　
　
差
し
押
さ
え
ま
す
　
　
　
　
主
な
る
　
　
　
主
た
る

完
納
　
　
　
、
完
納
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様
式
第
7
5秋

号
　
　
　
様
式
第
7
5
号
　
差
押
調
書
　
　
　
　
秋
田
県
徴
税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋

田
県
　
　
地
域
振
興
局

差
し
押
え
ま
す
　
　
　
差
し
押
さ
え
ま
す

田
県
徴
税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　

住
　
所
　
　
　
住
（
居
）
所 印

印

印

印

注
　
※
印
の
あ
る
項
目
の
括
弧
内
に
掲
げ
た
金
額
は
、

算
し
た
も
の
で
完
納
の
日
ま
で
更
に
加
算
さ
れ
ま
す

注
　
※
印
の
あ
る
項
目
の
括
弧
内
に
掲
げ
た
金

算
し
た
も
の
で
、
完
納
の
日
ま
で
更
に
加
算

こ
の
処
分
に
不
服

が
あ
る
場
合
の
救

済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第

と
。
）

額
は
、
こ
の
調
書
作
成
の
日
ま
で
の
も
の
を
計

さ
れ
ま
す
。

４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

こ
の
調
書
作
成
の
日
ま
で
の
も
の
を
計

。
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」

様
式
第
七
十
六
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
七
十
七
号
こ
の

処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
七
十
八
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
七
十
九
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様

式
第
八
十
三
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
八
十
四
号
こ
の
処
分

に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
及
び
様
式
第
八
十
五
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の

救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
八
十
六
号
中
「
様
式
第8

6

号
」
を
「
様
式
第8

6

号
　
差
押
書
」
に
、
「
地
域
振
興
局
」
を

「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
」
に
、
「
財
産
を
差
し
押
え
ま
す
」
を
「
、
財
産
を
差
し
押
さ
え
ま

す
」
に
、
「
主
な
る
」
を
「
主
た
る
」
に
改
め
、
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の

欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
八
十
六
号
中
「
完
納
」
を
「
、
完
納
」
に
改
め
る
。

様
式
第
八
十
八
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
八
十
九
号
こ
の

処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
方
法
の
欄
、
様
式
第
九
十
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救

済
の
方
法
の
欄
及
び
様
式
第
九
十
一
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

「

様
式
第
九
十
二
号
そ
の
一
中
「
主
な
る
」
を
「
主
た
る
」
に
、

「
を
」

に
、
「
完
納
」
を
「
、
完

」

納
」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二
中
「
主
な
る
」
を
「
主
た
る
」
に
、
「
完
納
」
を
「
、
完
納
」
に
改

め
る
。

様
式
第
九
十
三
号
中
「
様
式
第9

3

号
」
を
「
様
式
第9

3

号
　
組
合
員
等
の
持
分
の
払
戻
等
請
求

書
」
に
、
「
殿
」
を
「
様
」
に
、
「
地
域
振
興
局
長
」
を
「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
」
に
、

「
さ
き
に
差
し
押
え
た
」
を
「
先
に
差
し
押
さ
え
た
」
に
、
「
を
払
戻
（
譲
受
）
」
を
「
の
払
戻
し

９

額
は
、
こ
の
調
書
作
成
の
日
ま
で
の
も
の
を
計

さ
れ
ま
す
。

様
式
第
8
6
号
　
　
　
様
式
第
8
6
号
　
差
押
書
　
　
　
　
地
域
振
興
局

秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
　
　
　
　
財
産
を
差
し
押
え
ま
す
　
　
　
、
財
産
を
差
し
押
さ
え
ま

す
　
　
　
　
主
な
る
　
　
　
主
た
る

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ

と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
（
地
方
税
法
第
1
9
条

の
４
に
規
定
す
る
日
が
こ
の
期
間
内
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
ま
で
）

に
、
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
審

査
請
求
書
は
、
正
副
２
通
を
作
成
し
、
な
る
べ
く
当
地
域
振
興
局
長
を

経
由
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
１
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を

経
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て

秋
田
県
を
代
表
す
る
者
は
、
秋
田
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
裁
決
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し

の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

３
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
１
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁

決
を
経
な
い
で
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
□
又
は
□
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
も
、
地
方
税
法

第
1
9
条
の
４
に
規
定
す
る
日
後
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

□
審
査
請
求
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
を
経
過
し
て

も
裁
決
が
な
い
と
き
。

□
処
分
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損

害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

□
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

（
２
）
（
３
）

（
３
）

（
２
）

（
１
）完
納
　
　
　
、
完
納

主
な
る
　
　
　
主
た
る

完
納
　
　
　
、
完

納
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
な
る
　
　
　
主
た
る
　
　
　
　
完
納
　
　
　
、
完
納

様
式
第
9
3
号
　
　
　
様
式
第
9
3
号
　
組
合
員
等
の
持
分
の
払
戻
等
請
求

書
　
　
　
　
殿
　
　
　
様
　
　
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長

さ
き
に
差
し
押
え
た
　
　
　
先
に
差
し
押
さ
え
た
　
　
　
　
を
払
戻
（
譲
受
）

の
払
戻
し

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ

と
。

班

班

の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

）

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）
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（
譲
受
け
）
を
」
に
、
「
請
求
し
ま
す
」
を
「
、
請
求
し
ま
す
」
に
、
「
主
な
る
」
を
「
主
た
る
」

「

に
、

「
を

」

に
、
「
完
納
」
を
「
、
完
納
」
に
改
め
る
。

」

様
式
第
九
十
四
号
中
「
様
式
第9

4

号
」
を
「
様
式
第9

4

号
　
組
合
員
等
の
持
分
の
払
戻
等
請
求
の

予
告
通
知
書
」
に
、
「
殿
」
を
「
様
」
に
、
「
地
域
振
興
局
長
」
を
「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局

長
」
に
、
「
さ
き
に
差
し
押
え
た
」
を
「
先
に
差
し
押
さ
え
た
」
に
、
「
払
戻
（
譲
受
」
を
「
払
戻

し
（
譲
受
け
」
に
、
「
通
知
し
ま
す
」
を
「
、
通
知
し
ま
す
」
に
、
「
主
な
る
」
を
「
主
た
る
」

「

に
、

「
を

」

に
、
「
完
納
」
を
「
、
完
納
」
に
改
め
る
。

10

（
譲
受
け
）
を
　
　
　
　
請
求
し
ま
す
　
　
　
、
請
求
し
ま
す
　
　
　
　
主
な
る
　
　
　
主
た
る

完
納
　
　
　
、
完
納

持
分
の
払
戻
譲
渡
請
求
の
予
告
を
し
た
年
月
日

る持分の種類、口数等

払戻（譲受）請求をす

年
　
　
月
　
　
日

持
分
の
払
戻
し
（
譲
受
け
）
の
請
求
の
予
告
を
し
た
年
月
日

日

す
る
こ

□

払
戻
し
（
譲
受

け
）
を
請
求
す
る

持
分
の
種
類
、
口

数
等

こ
の
処
分
に
不
服

が
あ
る
場
合
の
救

済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載

と
。
）

年
　
　
月

様
式
第
9
4
号
　
　
　
様
式
第
9
4
号
　
組
合
員
等
の
持
分
の
払
戻
等
請
求
の

予
告
通
知
書
　
　
　
　
殿
　
　
　
様
　
　
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局

長
　
　
　
　
さ
き
に
差
し
押
え
た
　
　
　
先
に
差
し
押
さ
え
た
　
　
　
　
払
戻
（
譲
受
　
　
　
払
戻

し
（
譲
受
け
　
　
　
　
通
知
し
ま
す
　
　
　
、
通
知
し
ま
す
　
　
　
　
主
な
る
　
　
　
主
た
る

差
押
年
月
日

る持分の種類、口数等

払戻（譲受）を請求す

年
　
　
月
　
　
日

払
戻
し
（
譲
受

け
）
を
請
求
す
る

持
分
の
種
類
、
口

数
等

差
押
年
月
日

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載

と
。
）

こ
の
処
分
に
不
服

が
あ
る
場
合
の
救

済
の
方
法

年
　
　
月

日

す
る
こ

完
納
　
　
　
、
完
納
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様
式
第
九
十
七
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
百
号
こ
の
処
分

に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
百
三
号
そ
の
一
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法
の
欄
及
び
様
式
第
百
四
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
百
六
号
中
「
様
式
第1

0
6

号
」
を
「
様
式
第1

0
6

号
　
差
押
財
産
引
渡
依
頼
書
」
に
、
「
地

域
振
興
局
長
」
を
「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
」
に
、
「
参
加
差
押
」
を
「
参
加
差
押
え
」
に
改

「
引

「
引

め
、
「
か
ら
」
を
削
り
、

を
　
渡

に
改
め
る
。

渡
」

し
」

様
式
第
百
七
号
中
「
様
式
第1

0
7

号
」
を
「
様
式
第1

0
7

号
　
参
加
差
押
財
産
引
受
調
書
」
に
、

「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局

「
秋
田
県
徴
税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　
□
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
徴
税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　
□
」

に
改
め
、
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
百
十
二
号
中
「
様
式
第1
1
2

号
」
を
「
様
式
第1

1
2

号
　
参
加
差
押
解
除
拒
否
通
知
書
」
に

改
め
、
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
百
十
六
号
そ
の
一
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
及
び
同
様
式
そ
の

二
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
百
二
十
一
号
こ
の
処
分
に
不
服
が

あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
並
び
に
様
式
第
百
二
十
三
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済

の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
百
二
十
五
号
中
「
様
式
第1

2
5

号
」
を
「
様
式
第1

2
5

号
　
売
却
通
知
書
」
に
改
め
、
こ
の

処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
百
二
十
五
号
中
「
う
え
」
を
「
上
」
に
改
め
る
。

様
式
第
百
三
十
号
中
「
様
式
第1

3
0

号
」
を
「
様
式
第1

3
0

号
　
配
当
計
算
書
」
に
改
め
、
こ
の
処

分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
百
三
十
二
号
中
「
様
式
第1

3
2

号
」
を
「
様
式
第1

3
2

号
　
捜
索
調
書
」
に
、
「
秋
田
県
徴

「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局

税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　
□
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、
「
主
な

秋
田
県
徴
税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　
□
」

る
」
を
「
主
た
る
」
に
改
め
、
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

様
式
第
百
五
十
四
号
そ
の
一
中
「
そ
の
１
」
を
「
個
人
県
民
税
徴
収
引
継
（
引
受
）
書
」
に
、

「
地
域
振
興
局
長

「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長

「
市

町

村

長

殿

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

に
、

を

市

町

村

長

」

市

町

村

長

」

地
域
振
興
局
長
」

「

市
町
村
　
　
長

に
、
「
第4

8

条
第
２
項
本
文
」
を
「
第4

8

条
第
３
項
本
文
」
に
、

秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
」

11

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

様
式
第
1
0
6
号
　
　
　
様
式
第
1
0
6
号
　
差
押
財
産
引
渡
依
頼
書
　
　
　
　
地

域
振
興
局
長
　
　
　
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
　
参
加
差
押
　
　
　
参
加
差
押
え

引
引

か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
　

渡
　

し

様
式
第
1
0
7
号
　
　
　
様
式
第
1
0
7
号
　
参
加
差
押
財
産
引
受
調
書

秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局

秋
田
県
徴
税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
徴
税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　

様
式
第
1
1
2
号
　
　
　
様
式
第
1
1
2
号
　
参
加
差
押
解
除
拒
否
通
知
書

印
印

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
8
6
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）様
式
第
1
2
5
号
　
　
　
様
式
第
1
2
5
号
　
売
却
通
知
書

う
え
　
　
　
上

様
式
第
1
3
0
号
　
　
　
様
式
第
1
3
0
号
　
配
当
計
算
書

様
式
第
1
3
2
号
　
　
　
様
式
第
1
3
2
号
　
捜
索
調
書
　
　
　
　
秋
田
県
徴

秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局

税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
な

秋
田
県
徴
税
吏
員
　
　
　
　
　
　
　
　

る
　
　
　
主
た
る

そ
の
１
　
　
　
個
人
県
民
税
徴
収
引
継
（
引
受
）
書

地
域
振
興
局
長
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
　
　
　
市
町
村
長

殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
町
村
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
町
村
長
　
　
　
　
　
　
地
域
振
興
局
長

市
町
村
長

第
4
8
条
第
２
項
本
文
　
　
　
第
4
8
条
第
３
項
本
文

秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
8
6
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

印
印



平成17年 3月31日（木曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

「
次
の
と
お
り
」
を
「
次
の
」
に
、
「
。
（
引
き
受
け
ま
す
。
）
」
を
「
（
引
き
受
け
ま
す
）
。
」

「

に
、

「
を

」

に
、
「
法
第4

8

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
一
定
」
を
「
地
方
税
法
第4
8

条
第
１
項
の
規

」

定
に
よ
る
一
定
」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二
を
同
様
式
の
別
紙
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式

を
加
え
る
。

12

次
の
と
お
り
　
　
　
次
の
　
　
　
　
。
（
引
き
受
け
ま
す
。
）

（
引
き
受
け
ま
す
）
。

法
第
4
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
一
定
　
　
　
地
方
税
法
第
4
8
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
一
定

法
第
4
8
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
県
が
徴
収
す
る
地
域

地
方
税
法
第
4
8
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
る
県
が
徴
収
す
る

滞
納
者

別
紙
の
と
お
り
　
　
　
　
　



平成17年 3月31日（木曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

13

第　　　　　号　　

年　　月　　日　
秋田県　　地域振興局長

様
市 町 村 長

市 町 村 長
□　

秋田県　　地域振興局長　　　　　　　　　　

地方税法第48条第３項本文の規定により個人の県民税及び市町村民税に係る徴収金の徴収を引き継いだ滞納

者について次のとおり滞納が生じたので、同条第２項の規定により、報告します。

また、同条第３項本文（地方税法第48条第３項本文）の規定により、次の個人県民税及び市町村民税に係る

徴収金について、その徴収を引き継ぎます（引き受けます）。

様式第154号の２ 個人県民税滞納状況報告書（兼）徴収引継（引受）書

個人県民税滞納状況報告書（兼）徴収引継（引受）書

地方税法第48条第１項の規定

による県が徴収する滞納者
別紙のとおり

年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

件　　　　　　円（別紙のとおり）

地方税法第48条第１項の規定

による一定の期間

徴収の引継ぎをする徴収金

摘
　
　
　
　
　
　
　
　
要

注　別紙は、様式第154号の別紙を用いるものとする。

印



平成17年 3月31日（木曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

様
式
第
百
五
十
五
号
中
「
様
式
第1

5
5

号
」
を
「
様
式
第1

5
5

号
　
個
人
県
民
税
徴
収
・
滞
納
処
分

状
況
通
知
書
」
に
、
「
市
町
村
長
殿
」
を
「
市
町
村
長
　
様
」
に
、
「
地
域
振
興
局
長
」
を
「
秋
田

県
　
　
地
域
振
興
局
長
」
に
、
「
第4

8

条
第
６
項
」
を
「
第4

8

条
第
７
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
百
五
十
九
号
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

「

様
式
第
百
六
十
号
の
二
中

「
を

」

に
、
「
殿
」
を
「
様
」
に
、
「
下
記
」
を
「
次
」
に
「
、
法
」

」

を
「
、
地
方
税
法
」
に
、
「
通
知
し
ま
す
」
を
「
、
通
知
し
ま
す
」
に
改
め
る
。

様
式
第
百
六
十
号
の
四
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
百
六
十
四

号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
百
七
十
号
の
二
こ
の
処
分
に
不
服

が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
百
七
十
号
の
三
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済

の
方
法
の
欄
及
び
様
式
第
百
七
十
二
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

「
（
名
　
称
）

w

「
（
名
　
称
）

様
式
第
百
八
十
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

電
話
　
　
局
　
　
番
」

電
話
番
号

w

に
、
「
価
格
欄
」
」
を
「
価
格
」
欄
」
に
、
「
の
決
定
し
た
価
格
を
記
載
し
て
」
を
「
が
決
定

」
し
た
価
格
を
記
入
し
て
」
に
、
「
こ
と
の
」
を
「
こ
と
が
」
に
改
め
、
「
に
足
る
」
を
削
り
、
「
登

記
簿
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

様
式
第
百
八
十
一
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
百
八
十
二
号

こ
の
処
分
に
不
服
の
あ
つ
た
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
百
八
十
三
号
こ
の
処
分
に
不
服
の

あ
つ
た
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
及
び
様
式
第
百
八
十
六
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済

の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
百
八
十
八
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
及
び
様
式
第
百
八
十
九

号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
二
百
五
十
号
こ
の
処
分
に
不
服
の
あ
る
場
合
の
救
済
方
法
の
欄
及
び
様
式
第
二
百
五
十
号

の
三
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「

様
式
第
二
百
五
十
一
号
そ
の
一
中

「
を

14

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
） 様
式
第
1
5
5
号
　
　
　
様
式
第
1
5
5
号
　
個
人
県
民
税
徴
収
・
滞
納
処
分

状
況
通
知
書
　
　
　
　
市
町
村
長
殿
　
　
　
市
町
村
長
　
様
　
　
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
秋
田

県
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
　
第
4
8
条
第
６
項
　
　
　
第
4
8
条
第
７
項

殿
　
　
　
様
　
　
　
　
下
記
　
　
　
次
　
　
　
、
法

、
地
方
税
法
　
　
　
　
通
知
し
ま
す
　
　
　
、
通
知
し
ま
す

（
名
　
称
）

w
（
名
　
称
）

電
話
　
　
局
　
　
番
　
　
　
電
話
番
号

様
式
第
1
6
0
号
の
２

法
人
税
に
係
る
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
処

様
式
第
1
6
0
号
の
２
　
法
人
税
に
係
る
確
定
申
告
書
の
提
出
期

知
書

分
等
に
係
る
通
知
書

限
の
延
長
の
処
分
等
に
係
る
通

w
価
格
欄
」

価
格
」
欄
　
　
　
　
の
決
定
し
た
価
格
を
記
載
し
て
　
　
　
が
決
定

し
た
価
格
を
記
入
し
て
　
　
　
　
こ
と
の
　
　
　
こ
と
が
　
　
　
　
　
　
に
足
る
　
　
　
　
　
　
登

記
簿
謄
本
　
　
　
登
記
事
項
証
明
書

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
3
6
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

様
式
第
2
5
1
号

自
動
車
税
減
免
申
請
書
そ
の
１
（
身

自
動
車
税
減
免
申
請
書

体
障
害
者
等
用
）

様
式
第
2
5
1
号
　
自
動
車
税
減
免
申
請
書
　
そ
の
１

（
表
）

□
　
　
　
　
　
　
　
　
自
動
車
税
減
免
申
請
書
（
身

体
障
害
者
等
用
）



平成17年 3月31日（木曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

」

に
、
「
新
規
」
を
「
新
車
新
規
　
中
古
車
新
規
」
に
、

」

「

」

「
を

」

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

15

新
規
　
　
　
新
車
新
規
　
中
古
車
新
規

体
障
害
者
等
用
）

様
式
第
2
5
1
号
　
自
動
車
税
減
免
申
請
書
　
そ
の
１

（
表
）

自
動
車
税
減
免
申
請
書
（
身

体
障
害
者
等
用
）

備
　
　
　
　
考

備
　
　
　
　
考

裏
面
の
留
意
事
項
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

（裏）

留意事項

１　この申請書を提出する際に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳（身体障害者手帳の交付を受けていない場合に限り

ます。）、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳（通院医療費受給者番号が記載されているものに限ります。）及

び自動車を運転する方の運転免許証を提示してください。

２　申請書の記入に当たつては、次によつてください。

□ 身体障害者等が自ら自動車を運転しない場合には、「使用目的」欄に通学用、通院用若しくは通所用の別又は

生業の内容を具体的に記入してください。

□ 「種別」欄には、普通、小型、大型等の別を記入してください。

□ 「用途」欄には、乗用、貨物等の別を記入してください。

□ 所有権留保付自動車の場合には、「所有者（使用者）」欄には、使用者について記入してください。

□ 「取得の種類」欄は、該当する事項を◯で囲んでください。

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）



平成17年 3月31日（木曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

様
式
第
二
百
五
十
一
号
そ
の
二
中
「
自
動
車
税
減
免
申
請
書
そ
の
２
（
災
害
用
）
」
を
「
自
動
車

「

税
減
免
申
請
書
　
そ
の
２
」
に
、

「
を

」

「

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
三
中

」

「
を

」

に
改
め
、
同
様
式
そ

」

「

の
四
中
「
（
代
替
路
線
用
）
」
を
削
り
、

「
を

」

「

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
五
中

」

「
を

」

に
、「
新
規
」

」

を
「
新
車
新
規
　
中
古
車
新
規
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
百
五
十
一
号
の
四
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

様
式
第
二
百
五
十
五
号
そ
の
一
中
「
様
式
第2

5
5

号
」
を
「
様
式
第2

5
5

号
　
大
規
模
償
却
資
産
と

認
め
ら
れ
る
償
却
資
産
の
指
定
通
知
書
」
に
改
め
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済

の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

16

様
式
第
2
5
1
号

自

動
者
税
減
免
申
請
書
そ
の
３
（
生
活
路
線
用
）

自
動
車
税
減
免
申
請
書

様
式
第
2
5
1
号
　
自

動
車
税
減
免
申
請
書
　
そ
の
３

自
動
車
税
減
免
申
請
書
（
生
活
路
線
用
）

様
式
第
2
5
1
号

自
動
車
税
減

免
申
請
書
　
そ
の
５
（
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
供
す
る
自
動
車
用
）

自
動
車
税
減
免
申
請
書

様
式
第
2
5
1

号
　
自
動
車
税
減
免
申
請
書
　
そ
の
５

自
動
車
税
減
免
申
請
書
（
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
供
す
る
自
動
車
用
）

自
動
車
税
減
免
申
請
書

自
動
車
税
減
免
申
請
書
（
災

害
用
）

自
動
車
税
減
免
申

請
書

自
動
車
税
減
免
申
請

書
（
代
替
路
線
用
）

免
申
請
書
　
そ
の
５
（
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
供
す
る
自
動
車
用
）

自
動
車
税
減
免
申
請
書

様
式
第
2
5
1

号
　
自
動
車
税
減
免
申
請
書
　
そ
の
５

自
動
車
税
減
免
申
請
書
（
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
供
す
る
自
動
車
用
）

自
動
車
税
減
免
申
請
書
そ
の
２
（
災
害
用
）

自
動
車

税
減
免
申
請
書
　
そ
の
２

（
代
替
路
線
用
）

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ

と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
、
知
事
に
対
し
て

異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て

（
訴
訟
に
お
い
て
秋
田
県
を
代
表
す
る
者
は
、
秋
田
県
知
事
と
な
り
ま

す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ

つ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き

は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
異
議
申
立
て
を
し
た
場
合
の
処
分
の
取
消

し
の
訴
え
は
、
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

新
規

」

新
車
新
規
　
中
古
車
新
規

様
式
第
2
5
5
号
　
　
　
様
式
第
2
5
5
号
　
大
規
模
償
却
資
産
と

認
め
ら
れ
る
償
却
資
産
の
指
定
通
知
書
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様
式
第
二
百
五
十
五
号
そ
の
二
中
「
様
式
第2

5
5

号
」
を
「
様
式
第2

5
5

号
　
大
規
模
償
却
資
産
と

認
め
ら
れ
る
償
却
資
産
の
指
定
通
知
書
」
に
、
「
殿
」
を
「
様
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
百
五
十
六
号
そ
の
一
中
「
様
式
第2

5
6

号
」
を
「
様
式
第2

5
6

号
　
大
規
模
償
却
資
産
の

価
格
の
決
定
通
知
書
」
に
改
め
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
の
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
二
百
五
十
六
号
そ
の
二
中
「
様
式
第2

5
6

号
」
を
「
様
式
第2

5
6

号
　
大
規
模
償
却
資
産
の

価
格
の
決
定
通
知
書
」
に
、
「
殿
」
を
「
様
」
に
改
め
る
。

「

様
式
第
二
百
五
十
六
号
の
七
そ
の
一
中

「
を

」

に
、
「
新
規
」
を
「
新
車
新
規
　
中
古
車
新
規
」

」

に
改
め
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
　
１
　
「
使
用
目
的
」
欄
に
は
、
救
急
用
、
巡
回
診
療
用
又
は
血
液
事
業
用
の
別
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

２
　
「
取
得
の
種
類
」
欄
は
、
該
当
す
る
事
項
を
◯
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

「

様
式
第
二
百
五
十
六
号
の
七
そ
の
二
（
表
面
）
中

「
を

」

に
、
「
新
規
」
を
「
新
車
新
規
　
中
古

」

「

車
新
規
」
に
、

「
を

」

「

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二
（
裏
面
）
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
三
中

」

「
を

17

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ

と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
、
知
事
に
対
し
て

異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
１
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定

を
経
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い

て
秋
田
県
を
代
表
す
る
者
は
、
秋
田
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
、
決
定

の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消

し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

３
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
１
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る

決
定
を
経
な
い
で
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

□
異
議
申
立
て
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
を
経
過
し

て
も
決
定
が
な
い
と
き
。

□
処
分
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損

害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

□
そ
の
他
決
定
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

様
式
第
2
5
5
号
　
　
　
様
式
第
2
5
5
号
　
大
規
模
償
却
資
産
と

認
め
ら
れ
る
償
却
資
産
の
指
定
通
知
書
　
　
　
　
殿
　
　
　
様

様
式
第
2
5
6
号
　
　
　
様
式
第
2
5
6
号
　
大
規
模
償
却
資
産
の

価
格
の
決
定
通
知
書

新
規
　
　
　
新
車
新
規
　
中
古
車
新
規

注
　
１
　
「
使
用
目
的
」
欄
に
は
、
救
急
用
、
巡
回
診
療
用
又
は
血
液
事
業
用
の
別
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

２
　
「
取
得
の
種
類
」
欄
は
、
該
当
す
る
事
項
を
◯
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

新
規
　
　
　
新
車
新
規
　
中
古

車
新
規

様
式
第
2
5
6
号
　
　
　
様
式
第
2
5
6
号
　
大
規
模
償
却
資
産
の

価
格
の
決
定
通
知
書
　
　
　
　
殿
　
　
　
様

（
３
）

（
２
）

（
１
）

様
式
第
2
5
6
号
の
７

自
動
車
取
得
税
減
免
申
請

様
式
第
2
5
6
号
の
７
　
自
動
車
取
得
税
減
免
申
請

書
　
そ
の
１

書
　
そ
の
１

減
免
申
請
書
　
そ
の
２

請
書
　
そ
の
２
（
表
面
）

様
式
第
2
5
6
号
の
７

自
動
車
取
得
税
減
免
申

2
5
6
号
の
７

自
動
車
取
得
税
減
免
申
請
書
　
そ
の
３
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

様
式
第

様
式
第
2
5
6
号
の
７
　
自
動
車
取
得
税

摘
　
　
　
　
要

注
意
　
裏
面
の
記
載
要
領
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

摘
　
　
　
　
要

裏
面
の
留
意
事
項
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

注
　
裏
面
に
は
、
様
式
第
2
5
1
号
そ
の
１
（
裏
）
の
例
に
よ
る
留
意
事
項

を
記
載
す
る
こ
と
。

様
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」

に
、

」

「
新
規
、
」
を
「
新
車
新
規
　
中
古
車
新
規
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
百
五
十
六
号
の
八
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

様
式
第
二
百
五
十
七
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
二
百
五
十

七
号
の
二
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
二
百
五
十
七
号
の
三
こ
の

処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
二
百
五
十
八
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る

場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
、
様
式
第
二
百
六
十
二
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法

の
欄
及
び
様
式
第
二
百
六
十
二
号
の
三
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
二
百
七
十
二
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
及
び
様
式
第
二
百
七

十
四
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
二
百
七
十
九
号
中
「
様
式
第2

7
9

号
」
を
「
様
式
第2

7
9

号
　
免
税
用
途
使
用
承
認
書
」

に
、
「
地
域
振
興
局
長
」
を
「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
」
に
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
免
税
用

途
使
用
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
、
」
に
改
め
、
「
、
免
税
用
途
承
認
申
請
に
つ
い

て
承
認
し
た
の
で
」
を
削
り
、
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

様
式
第
二
百
八
十
一
号
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
六
十
二
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
秋

田
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
（一）
中
「
登
記
簿
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

「

様
式
第
二
号
中

」

「

18

式
第
2
5
6
号
の
７
　
自
動
車
取
得
税
減
免
申
請
書
　
そ
の
３

新
規
、

新
車
新
規
　
中
古
車
新
規

様
式
第
2
7
9
号
　
　
　
様
式
第
2
7
9
号
　
免
税
用
途
使
用
承
認
書

地
域
振
興
局
長
　
　
　
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
　
次
の
と
お
り
　
　
　
免
税
用

途
使
用
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
、

、
免
税
用
途
承
認
申
請
に
つ
い

て
承
認
し
た
の
で

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
3
6
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
3
6
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）

こ
の
処
分
に
不

服
が
あ
る
場
合

の
救
済
の
方
法

（
こ
の
欄
に
は
、
様
式
第
４
号
の
例
に
よ
る
教
示
の
文
を
記
載
す
る
こ

と
。
）こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
書
を
受
け
取

っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
行
政
不
服
審
査
法
第
４
条

の
規
定
に
よ
り
、
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

審
査
請
求
書
は
、
正
副
２
通
を
な
る
べ
く
こ
の
処
分
を
し
た
地
域
振

興
局
長
を
経
由
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た

2
5
6
号
の
７

自
動
車
取
得
税
減
免
申
請
書
　
そ
の
３
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を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

秋
田
県
規
則
第
六
十
三
号

秋
田
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
秋
田
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

様
式
第
一
号
中

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

「

様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
二
号
中

「

19

こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
指
定
書
を
受
け
取

っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
行
政
不
服
審
査
法
第
４
条

１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た

こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
、
知
事
に
対

し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
審
査
請
求
書

は
、
正
副
２
通
を
作
成
し
、
な
る
べ
く
当
地
域
振
興
局
長
を
経
由
し

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し

て
（
訴
訟
に
お
い
て
秋
田
県
を
代
表
す
る
者
は
、
秋
田
県
知
事
と
な

り
ま
す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間

内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し

た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

３
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
の
処
分
の
取
消

し
の
訴
え
は
、
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通

っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
行
政
不
服

の
規
定
に
よ
り
、
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で

な
お
、
審
査
請
求
書
は
正
副
２
通
を
作
成
し
て
な
る

興
局
長
を
経
由
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た

こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
、
知
事
に
対

し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
審
査
請
求
書

こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
、
知
事
に
対

し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
審
査
請
求
書

は
、
正
副
２
通
を
作
成
し
、
な
る
べ
く
当
地
域
振
興
局
長
を
経
由
し

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
１
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決

を
経
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟

に
お
い
て
秋
田
県
を
代
表
す
る
者
は
、
秋
田
県
知
事
と
な
り
ま

す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で

あ
っ
て
も
、
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と

き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

３
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
１
の
審
査
請
求
に
対
す
る

裁
決
を
経
な
い
で
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

□
審
査
請
求
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
を
経
過
し

て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

□
処
分
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い

損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

□
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と

き
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

の
規
定
に
よ
り
、
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
審
査
請
求
書
は
正
副
２
通
を
作
成
し
て
な
る
べ
く
当
地
域
振

興
局
長
を
経
由
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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を
」

に
改
め
る
。

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

20

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
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込
）

秋
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市
山
王
七
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目
五
番
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十
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号
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刷
　
所
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社
　
松
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印
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社

電
話
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F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
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atsu
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m
atsu
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は
、
正
副
２
通
を
作
成
し
、
な
る
べ
く
当
地
域
振
興
局
長
を
経
由
し

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
１
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決

を
経
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟

に
お
い
て
秋
田
県
を
代
表
す
る
者
は
、
秋
田
県
知
事
と
な
り
ま

す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で

あ
っ
て
も
、
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と

き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

３
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
１
の
審
査
請
求
に
対
す
る

裁
決
を
経
な
い
で
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

□
審
査
請
求
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
を
経
過
し

て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

□
処
分
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い

損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

□
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と

き
。

知
書
を
受
け
取

審
査
法
第
４
条

き
ま
す
。

べ
く
当
地
域
振

（
１
）

（
２
）

（
３
）


